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（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。 

   ２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

   ３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。  

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第79期 

第１四半期連結 
累計期間 

第80期 
第１四半期連結 

累計期間 
第79期 

会計期間 
自平成23年４月１日
至平成23年６月30日

自平成24年４月１日
至平成24年６月30日

自平成23年４月１日 
至平成24年３月31日 

売上高（千円）  14,784,955  17,193,718  68,817,588

経常利益（千円）  456,560  61,752  1,601,526

四半期（当期）純利益（千円）  451,036  60,876  1,479,291

四半期包括利益又は包括利益 

（千円） 
 663,572        1,873,389

純資産額（千円）  15,414,534  16,155,466  16,559,183

総資産額（千円）  41,109,781  42,260,632  43,716,408

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円） 
 21.45  2.90  70.34

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円） 
 －  －  －

自己資本比率（％）  37.0  37.8  37.5
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 当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関連会社における異動もありません。 

  

２【事業の内容】
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 当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。  

 当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

 文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断した

ものであります。 

（１）業績の状況 

当第１四半期連結累計期間における経済環境は、エコカー補助金などの自動車購入支援策による効果があった

ものの、一方で、欧州債務問題に端を発した世界経済の停滞、中国およびその他の新興国の経済成長率の鈍化、

長期化する円高等、依然として厳しい状況で推移いたしました。 

このような環境の中、当社グループの連結売上高は、171億93百万円で、前年同期に比べ24億08百万円

（16.3％）の増加となりました。 

利益面におきましては、海外展開に伴う費用の発生および諸経費の増加により、営業利益は９百万円（前年同

期比97.6％減）、経常利益は61百万円（前年同期比86.5％減）、四半期純利益は60百万円（前年同期比86.5％

減）となりました。 

セグメントの業績は、次のとおりであります。  

＜ユニット事業＞ 

 四輪駆動装置の新興国向けの販売が順調に推移したことなどにより、売上高は86億26百万円（前年同期比

9.9％増）となりました。セグメント利益につきましては、売上高の増加による効果はあったものの、新規拡

販のための研究開発費の増加や海外拠点の強化に伴う費用の発生等により１億12百万円（前年同期比67.3％

減）となりました。 

＜部品事業＞  

 エコカー補助金等による国内向け自動車部品の販売増により、売上高は84億64百万円（前年同期比23.3％

増）となりました。セグメント利益につきましては、市場競争力強化のため、LCC化や国内ものつくり強化を

図っておりますが、新規立上げに伴う費用の増加や海外拠点の強化に伴う費用の発生等により１億５百万円の

損失（前年同期に比べ１億56百万円の減少）となりました。 

＜その他＞  

 製品輸送及び工場附帯サ－ビス量の増加により、売上高は１億３百万円（前年同期比47.2％増）となりまし

た。セグメント利益につきましては、476千円（前年同期比52.5％減）となりました。 

   

（２）事業上及び財務上の対処すべき課題 

 当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。   

                                                 

 なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等

（会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項）は次のとおりであります。 

  

① 会社の支配に関する基本方針の内容 

 当社の株式の在り方について、当社は、株主は株式等の市場での自由な取引を通じて決まるものと考えてお

ります。従いまして、当社の株式に対する大規模買付提案があった場合でも、これを一概に否定するものでは

ありません。 

 しかしながら、近年わが国の資本市場においては、株主に買収内容を判断するために必要な合理的な情報・

期間を十分に与えることなく、一方的に大規模買付提案を強行する動きが顕在化しており、これら大規模買付

提案の中には、濫用目的によるものや、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの等、企業

価値および株主共同の利益を毀損するおそれのあるものも想定されます。 

 当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、当社の企業理念、当社の企業

価値の源泉、当社のステークホルダーとの信頼関係を理解し、当社の企業価値および株主共同利益を中長期的

に確保・向上させる者でなければならないと考えております。 

 従いまして、当社の企業価値および株主共同利益を毀損するおそれのある不適切な大規模買付提案又は、こ

第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

２【経営上の重要な契約等】

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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れに類似する行為を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えま

す。 

 当社では、当社の企業価値および株主共同利益を向上させるための取組みとして以下の施策を実施しており

ます。これらの取組みは、会社の支配に関する基本方針の実現に資するものと考えております。 

② 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針が決定されることを防止するための取

組み 

 当社は、平成20年６月24日開催の当社第75回定時株主総会において、当社株式等の大規模買付行為に関する

対応方針（以下「本対応方針」といいます。）の導入を決定し、平成23年６月27日開催の当社第78回定時株主

総会において継続の決定をしております。 

 本対応方針の内容については、当社ホームページ（http://www.uvc.co.jp/）をご参照ください。 

  

③ 本対応方針が会社の支配に関する基本方針に沿うものであること、当社の企業価値および当社株主共同の利 

益を損なうものではないこと、および当社役員の地位の維持を目的とするものではないことならびにその理 

由 

１）本対応方針が会社の支配に関する基本方針に沿うものであること 

 本対応方針は、大規模買付ルールの内容、大規模買付行為がなされた場合の対応方針、独立委員会の設

置、株主および投資家の皆様に与える影響等を定めるものです。 

 本対応方針は、大規模買付者が大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報を当社取締役会に事前に提供

すること、および取締役会評価期間が経過した後にのみ大規模買付行為を開始することを求め、大規模買付

ルールを遵守しない大規模買付者に対して当社取締役会が対抗措置を講じることがあることを明記していま

す。 

 また、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、大規模買付者の大規模買付行為が当社の企業

価値および株主共同の利益を著しく損なうものと当社取締役会が判断した場合には、大規模買付者に対して

当社取締役会は当社の企業価値および株主共同の利益を守るために適切と考える対抗措置を講じることがあ

ることを明記しています。 

 このように本対応方針は、会社の支配に関する基本方針の考え方に沿うものであるといえます。 

  

２）本対応方針が当社株主の共同の利益を損なうものではないこと 

「会社の支配に関する基本方針」で述べたとおり、会社の支配に関する基本方針は、当社株主の共同の利益

を尊重することを前提としています。本対応方針は、会社の支配に関する基本方針の考え方に沿って設計さ

れ、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や当社取締役会の意見の

提供、代替案の提示を受ける機会の提供を保障することを目的としております。本対応方針によって、当社

株主および投資家の皆様は適切な投資判断を行うことができますので、本対応方針が当社株主の共同の利益

を損なうものではなく、むしろその利益に資するものであると考えます。 

 さらに、当社株主が望めば本対応方針の廃止も可能であることは、本対応方針が当社株主の共同の利益を

損なわないことを担保していると考えます。  

  

３）本対応方針が当社役員の地位の維持を目的とするものではないこと 

 本対応方針は、大規模買付行為を受け入れるか否かを最終的に当社株主の皆様の判断に委ねられるべきで

あることを大原則としながら、当社の企業価値および株主共同の利益を守るために必要な範囲で大規模買付

ルールの遵守の要請や対抗措置の発動を行うものです。本対応方針は当社取締役会が対抗措置を発動する条

件を事前かつ詳細に開示しており、当社取締役会による対抗措置の発動は本対応方針の規程に従って行われ

ます。当社取締役会は、単独で本対応方針の発効・延長を行うことはできず、当社株主の皆様の承認を要し

ます。 

 また、大規模買付行為に関して当社取締役会が対抗措置をとる場合など、本対応方針にかかる重要な判断

に際しては、必要に応じて外部専門家等の助言を得るとともに、当社の業務執行を行う経営陣から独立して

いる委員で構成される独立委員会へ諮問し、当社取締役会は、同委員会の勧告を最大限尊重するものとして

います。 

 以上から本対応方針が当社役員の地位の維持を目的とするものでないことは明らかであると考えておりま

す。 
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④ 当社における企業価値および株主共同利益の向上の取組みについて 

１）企業価値および株主共同利益向上への取り組み 

 当社グループは、昭和１２年の設立以来、常にお客様第一を考え、最適な製品を提供し、競争力ある提案

型企業を目指した経営活動を推進しております。創業の精神であります「常に今よりも高きものに」のも

と、国際的に通用する駆動系製品の専門メーカーとして「魅力ある商品」を創造し、お客様のベストパート

ナーと成り得る活動を積極的に進めております。 

 中期経営戦略につきましては、ユニバンスは「独立メーカーとして技術を中心に生きていく」を経営ビジ

ョンに掲げ、一つ目は「全社体質改善の徹底により、足元を固め筋肉質な企業体を築くこと」、二つ目とし

て「市場、顧客ニーズにお応え出来る高付加価値製品を効率的にビジネス展開すること」を活動の方針とし

て取り組んでおります。 

 自動車部品業界において、お客様のニーズの多様化やグローバル競争を勝ち抜くため、製品・技術開発力

強化、グローバル調達を推進させ、アジアでのビジネスを核にグローバルに競争力ある製品の提案に取組ん

でまいります。将来に向けた製品競争力強化につなげるため“ユニバンス流ものづくり”（=UNIVANCE 

Production Way）の強化と新技術の実用化に向けた高付加価値商品開発により次世代ビジネスを確立させ、

企業価値向上に取り組んでまいります。 

 今後も、中・長期を見据えながら「経営革新」を図り、全社一丸によるグローバルな高収益企業を目指し

推進してまいります。 

  

２）コーポレート・ガバナンスへの取組み 

 当社は、コーポレート・ガバナンスを充実することが株主の皆様の利益を重視した経営を実現する上で重

要であると考えており、経営の透明性と効率性の向上ならびに経営環境の変化へ迅速に対応するために執行

役員制度を導入し、経営の意思決定および監督機能と執行機能を分離するなど、ガバナンス体制の充実に努

めております。また、経営内容の迅速な情報開示に努めるとともにインターネットのホームページを通じて

経営理念、環境方針、品質方針、投資家情報等の提供を行い、公正性と透明性を高めることに努め、すべて

のステークホルダーの皆様との信頼関係をより強固なものにし、企業価値の安定的向上を目指してまいりま

す。 

 取締役会は定時取締役会を1ヶ月に1回開催するとともに、必要に応じて常務会を開催し、経営に関する重

要事項について充分な審議を行い決定につなげております。 

 監査役は５名で構成されており、うち２名が常勤監査役、３名が社外監査役であります。監査役には原則

として財務・会計に知見を有する人材を選任するとともに、経営陣からは独立した立場にある社外監査役を

選任し、業務執行に対する監査役の監督機能を充分果たせる仕組みを構築しております。 

 また、社長直轄の内部監査室を設け、内部統制システムを整備し、内部牽制と監査体制を強化しておりま

す。 

  

（３）研究開発活動 

 当第１四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、３億95百万円であります。 

 なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

該当事項はありません。  

   

該当事項はありません。   

  

 該当事項はありません。 

 当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 

第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  80,000,000

計  80,000,000

種類 
第１四半期会計期間末現
在発行数（株） 
（平成24年６月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成24年８月10日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名 
内容 

普通株式  23,396,787  23,396,787
東京証券取引所 

市場第二部 

単元株式数 

100株  

計  23,396,787  23,396,787 － － 

（２）【新株予約権等の状況】

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

（４）【ライツプランの内容】

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 
発行済株式総
数増減数 

（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成24年４月１日～

平成24年６月30日 
 －  23,396,787  －  3,500,000  －  1,812,751

（６）【大株主の状況】
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 当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができませんので、直前の基準日（平成24年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。 

①【発行済株式】 

  （注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,600株含まれております。また、

「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数26個が含まれております。 

  

②【自己株式等】 

   (注)当第1四半期会計期間末日現在の自己株式数は、㈱ユニバンス2,480,200株であり、合計2,563,500株でありま

す。 

  

 該当事項はありません。  

  

（７）【議決権の状況】

  平成24年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式  2,426,300 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式   20,951,600  209,516 － 

単元未満株式 普通株式      18,887 － － 

発行済株式総数  23,396,787 － － 

総株主の議決権 －  209,516 －  

  平成24年６月30日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

㈱富士部品製作所 静岡県湖西市鷲津2518-1  83,300  －  83,300  0.36

㈱ユニバンス 静岡県湖西市鷲津2418  2,343,000  －  2,343,000  10.01

計 －  2,426,300  －  2,426,300  10.37

２【役員の状況】
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。 

  

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成24年４月１日から平

成24年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。 

  

第４【経理の状況】
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１【四半期連結財務諸表】 
（１）【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,768,828 5,377,046

受取手形及び売掛金 10,684,728 10,707,056

製品 1,558,549 1,494,007

仕掛品 1,669,794 1,622,535

原材料及び貯蔵品 2,109,302 2,114,079

繰延税金資産 14,339 14,598

その他 1,310,279 1,336,452

貸倒引当金 △10,636 △10,490

流動資産合計 24,105,185 22,655,285

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 10,409,838 10,491,335

減価償却累計額 △7,545,862 △7,612,726

建物及び構築物（純額） 2,863,976 2,878,609

機械装置及び運搬具 54,538,405 55,622,385

減価償却累計額及び減損損失累計額 △46,314,070 △46,794,118

機械装置及び運搬具（純額） 8,224,335 8,828,267

工具、器具及び備品 4,105,049 4,118,511

減価償却累計額 △3,746,882 △3,756,374

工具、器具及び備品（純額） 358,167 362,136

土地 2,410,369 2,411,156

建設仮勘定 977,396 680,963

有形固定資産合計 14,834,245 15,161,133

無形固定資産 681,206 949,065

投資その他の資産   

投資有価証券 3,936,150 3,331,754

繰延税金資産 49,431 50,603

その他 110,189 112,789

投資その他の資産合計 4,095,770 3,495,148

固定資産合計 19,611,222 19,605,347

資産合計 43,716,408 42,260,632
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,946,606 8,888,996

短期借入金 2,511,796 2,770,496

未払金 3,425,726 2,757,862

未払費用 1,954,178 1,832,153

未払法人税等 55,494 24,691

賞与引当金 791,429 1,173,039

役員賞与引当金 17,440 20,225

事業構造改善引当金 147,417 125,017

環境対策引当金 28,563 28,563

繰延税金負債 12,781 12,781

その他 106,735 76,783

流動負債合計 17,998,168 17,710,609

固定負債   

長期借入金 5,238,863 4,654,714

繰延税金負債 872,392 671,898

退職給付引当金 2,653,200 2,673,268

役員退職慰労引当金 307,880 307,880

資産除去債務 86,719 86,795

固定負債合計 9,159,056 8,394,556

負債合計 27,157,224 26,105,166

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,500,000 3,500,000

資本剰余金 2,075,882 2,075,882

利益剰余金 10,660,271 10,636,933

自己株式 △625,441 △672,202

株主資本合計 15,610,712 15,540,613

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,451,765 1,051,191

為替換算調整勘定 △680,187 △603,466

その他の包括利益累計額合計 771,578 447,724

少数株主持分 176,892 167,128

純資産合計 16,559,183 16,155,466

負債純資産合計 43,716,408 42,260,632
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】 
【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 14,784,955 17,193,718

売上原価 13,101,116 15,544,855

売上総利益 1,683,838 1,648,862

販売費及び一般管理費   

荷造費 54,637 76,100

人件費 637,924 731,277

賃借料 21,245 18,094

減価償却費 89,059 83,986

賞与引当金繰入額 82,270 103,707

役員賞与引当金繰入額 3,300 5,225

退職給付費用 16,935 20,212

その他 387,292 600,861

販売費及び一般管理費合計 1,292,665 1,639,464

営業利益 391,173 9,397

営業外収益   

受取利息 1,154 481

受取配当金 25,708 30,537

受取賃貸料 7,113 9,395

持分法による投資利益 793 1,165

為替差益 415 49,942

助成金収入 26,418 －

受取補償金 32,408 62

その他 20,428 15,104

営業外収益合計 114,440 106,689

営業外費用   

支払利息 42,600 34,908

その他 6,452 19,425

営業外費用合計 49,053 54,334

経常利益 456,560 61,752

特別利益   

固定資産売却益 1,294 －

特別利益合計 1,294 －

特別損失   

固定資産除却損 1,237 2,810

特別損失合計 1,237 2,810

税金等調整前四半期純利益 456,616 58,942

法人税等合計 4,824 7,776

少数株主損益調整前四半期純利益 451,792 51,165

少数株主利益又は少数株主損失（△） 755 △9,710

四半期純利益 451,036 60,876
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【四半期連結包括利益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 451,792 51,165

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 190,799 △398,604

為替換算調整勘定 21,246 77,261

持分法適用会社に対する持分相当額 △266 △2,179

その他の包括利益合計 211,779 △323,522

四半期包括利益 663,572 △272,356

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 660,860 △262,977

少数株主に係る四半期包括利益 2,711 △9,379
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（減価償却方法の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に

取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 この変更による当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は

軽微であります。 

  

  

（税金費用の計算） 

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

  

  

 当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。 

  

  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年６月30日） 

配当金支払額 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年６月30日） 

配当金支払額 

  

【会計方針の変更】

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

【注記事項】

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

  
前第１四半期連結累計期間 
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成24年４月１日 
至 平成24年６月30日） 

減価償却費  千円 625,416  千円 673,938

（株主資本等関係）

（決 議） 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額 

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成23年６月27日 

定時株主総会 
普通株式 63,161千円 ３円  平成23年３月31日  平成23年６月28日 利益剰余金 

（決 議） 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額 

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成24年６月27日 

定時株主総会 
普通株式  84,214千円  ４円  平成24年３月31日  平成24年６月28日 利益剰余金 
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Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年６月30日）  

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：千円） 

  （注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、物流事業および工場附帯

サービス事業等を含んでおります。  

     ２．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去およびセグメント間未実現利益消去であります。 

     ３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

  該当事項はありません。 

  

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年６月30日）  

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：千円） 

  （注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、物流事業および工場附帯

サービス事業等を含んでおります。  

     ２．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去およびセグメント間未実現利益消去であります。 

     ３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

  該当事項はありません。 

  

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

  

  

報告セグメント  
その他 

（注）１
合計   

調整額 

（注）２ 

四半期連結 

損益計算書 

計上額 

（注）３ 

ユニット 

事業  
部品事業 計  

売上高                

外部顧客への売上高   7,851,242 6,863,562 14,714,804 70,150  14,784,955  － 14,784,955

セグメント間の内部 

売上高又は振替高  
 － － － 173,038  173,038  △173,038 －

計   7,851,242  6,863,562  14,714,804  243,189  14,957,993  △173,038  14,784,955

セグメント利益  343,923  51,422  395,345  1,003  396,348  △5,175  391,173

  

  

報告セグメント  
その他 

（注）１
合計   

調整額 

（注）２ 

四半期連結 

損益計算書 

計上額 

（注）３ 

ユニット 

事業  
部品事業 計  

売上高                

外部顧客への売上高   8,626,192  8,464,280 17,090,472 103,246  17,193,718  － 17,193,718

セグメント間の内部 

売上高又は振替高  
 － 907 907 220,455  221,362  △221,362 －

計   8,626,192  8,465,187  17,091,379  323,701  17,415,080  △221,362  17,193,718

セグメント利益又は損失

（△）  
 112,593  △105,313  7,279  476  7,756  1,641  9,397
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 １株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は以下のとおりであります。 

（注） 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。  

   

 該当事項はありません。  

 該当事項はありません。 

（１株当たり情報）

  
前第１四半期連結累計期間 
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成24年４月１日 
至 平成24年６月30日） 

１株当たり四半期純利益金額 円 銭 21 45 円 銭 2 90

（算定上の基礎）     

四半期純利益金額（千円）  451,036  60,876

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円）  451,036  60,876

普通株式の期中平均株式数（千株）  21,030  20,961

（重要な後発事象）

２【その他】
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 該当事項はありません。 

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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